
Ａ．国民健康保険の業務委託とシステムの関係

Ｂ．国保総合PCと市区町村システムとの関係
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(備考)

1．市区町村保険者事務共同処理業務
1-1.国民健康保険の被保険者資格等に関する情報を都道府県単位で管理するため、資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務を実施する
     必要があり、これらの業務を行うために「国保情報集約システム」の共同設置と運用を国保連合会へ委託する。
   ・なお、「国保情報集約システム」では個人番号を用いるため、特定個人情報ファイルを使用し、特定個人情報保護評価が必要になる。
1-2.上述の他に、高額医療費共同事業、レセプト点検の支援等を委託するが、これらの業務を行う「国保総合システム」では個人番号を使用しない。
1-3.オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、
　　国保総合(国保集約)システム経由で、医療保険者等向け中間サーバー等システムの委託区画へ、被保険者異動情報の登録を行う。

2．都道府県保険者事務共同処理業務
・都道府県が、国民健康保険の保険給付費(歳出)および国庫負担金や前期高齢者交付金等の歳入を推計し、保険料収納必要額を推計し
 その保険収納必要額を確保するために、所得水準に基づき市区町村ごとの保険料収納必要額を算定するとともに、標準保険料率を計算する
 ための「国保事業費納付金等算定標準システム」の設置と運用を国保連合会に委託する。
・なお、本業務を行う国保事業費納付金等算定標準システムでは個人番号を使用しない。
　（都道府県が国保事業費納付金等算定標準システムの業務を国保連合会に委託する場合）

3．市区町村診療報酬審査支払業務
・保険医療機関等から提出される診療報酬等の審査支払を国保連合会に委託する。
・なお、本業務および本業務を行う「国保総合システム」では個人番号は使用しない。

4．オンライン資格確認業務
・医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務
　オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の
　採番管理、被保険者枝番と個人番号の紐づけ管理などを行う。
・医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務
　オンライン資格確認のため、情報提供等記録開示システムの自己情報表示業務機能を利用したオンライン資格確認等システムで管理している
　情報と紐付けるために使用する情報の提供を行うために機関別符号を取得する。



１
．

(備考)

1．資格継続業務
・国民健康保険の被保険者資格は都道府県単位で管理され、被保険者が同一都道府県内の他市区町村へ住所異動した場合は、
 被保険者資格の喪失・取得は発生しないが、保険料徴収等の事務の主体が市区町村であるため、資格の取得日・喪失日とは別に、自市区町村で
 事務を行う対象の被保険者である期間を、市区町村は適用開始日と適用終了日で管理することになる。　
・国民健康保険の被保険者資格が同一都道府県内の他市区町村へ住所異動した場合は、被保険者資格の喪失・取得が生じないため、
 被保険者の住所異動に関する情報を市区町村が国保総合(国保集約)システムに送信することで、国保総合(国保集約)システム上では、
 転出地市区町村から送付された被保険者情報と転入地市区町村から送付された被保険者情報から、被保険者資格の取得や喪失の事務を行うことになる。
・また、市区町村では住民基本台帳に被保険者資格の取得日や喪失日を記載する必要があるため、同日付の情報を国保総合(国保集約)システム
 から入手した上で、住民票に記載を行うことになる。

　(1)被保険者異動情報等の送信
1-①市民等から国民健康保険の被保険者資格に関する資格適用開始の届出を入手し、国民健康保険市区町村自庁システム
　　　（以下、市区町村システム）に当該情報を登録する。住民には、必要に応じて資格確認書等を交付する。
1-②市区町村システムから、異動があった被保険者とその世帯に属するすべての被保険者(擬制世帯主を含む)についての被保険者異動情報
　　　(資格情報(世帯)ファイル、資格情報(個人)ファイル)を作成する。
　　　電子媒体等に移出した被保険者異動情報データを、市区町村の国保総合PCに移入する。
　　　自動連携用PCを設置・使用する場合、作成した被保険者異動情報は市町村国保システムから当該PCに自動連携する。
1-③市区町村の国保総合PC（又は自動連携用PC）から、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに、個人番号を含む｢被保険者異動情報｣が送信される。
1-④国保連合会の国保総合(国保集約)システムでは、送信された｢被保険者異動情報｣に基づいて、同システムの当該情報を更新する。
1-⑤国保連合会の国保総合(国保集約)システムでは、市区町村から送信された当該情報に含まれる｢個人番号｣によって同一人の判断・確認を行う。
　　　また、個人番号の漏洩リスクを低減させるため、都道府県単位で被保険者別に付与された都道府県被保険者IDと、市区町別かつ被保険者別に付与された
　　　市区町村被保険者ＩＤとが紐付けられて、国保総合(国保集約)システム上でそれらの被保険者IDと関係性とが管理される。

　(2)被保険者異動情報の受信
2-①(1)において市区町村の国保総合PC（又は自動連携用PC）から国保連合会の国保総合(国保集約)システムに送信された｢被保険者異動情報｣により、
　　　都道府県内の市区町村間を転居した場合には、転出市区町村と転入市区町村の適用終了日（転出）と適用開始日（転入）の
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　　　重複・空白期間等を国保総合(国保集約)システムによってチェックする。
　　　また、国保総合(国保集約)システムにおいて被保険者資格の取得・喪失・継続等に関する処理を行う。
2-②国保連合会の国保総合(国保集約)システムでは、市区町村別かつ被保険者別に付与された市区町村被保険者IDに、都道府県被保険者IDが紐づき、
　　　さらに、都道府県被保険者IDには個人番号が紐付されている。
2-③国保連合会の国保総合(国保集約)システムには、都道府県単位の被保険者異動情報が管理される。
2-④国保連合会の国保総合(国保集約)システムから市区町村の国保総合PC（又は自動連携用PC）に、被保険者異動情報(国保資格取得喪失年月日連携ファイル、
　　　市区町村被保険者ID連携ファイル)を配信する。
2-⑤市区町村では、市区町村の国保総合PCから被保険者異動情報を電子媒体等に移出し、市区町村システムに移入する。
　　　自動連携用PCを設置・使用する場合、作成した被保険者異動情報は当該PCから市町村国保システムに自動連携する。
2-⑥市区町村システムでは、移入された被保険者異動情報に基づいて、同システムの都道府県単位の被保険者異動情報を更新する。
　　　市区町村では、すでに被保険者異動情報が管理されているため、そこに都道府県単位の被保険者異動情報を追加して管理する。



2．高額該当の引き継ぎ業務

(備考)

2．高額該当回数の引き継ぎ業務
・高額療養費制度は、医療機関等での支払額が、暦月で一定額を超えた場合に、その超過額を支給する制度であり、当月を含む直近12ヶ月間
　にすでに3回以上高額療養費が支給されている場合は、その月(4回目)以降の高額療養費の支給額が増加(自己負担限度額を引き下げ)するため、
　高額該当回数を引き継ぐ必要がある。
・国民健康保険の被保険者資格は都道府県単位で管理され、被保険者が同一都道府県内の他市区町村へ住所異動した場合は、被保険者資格
 の喪失・取得が生じないため、転出地における高額療養費の多数回該当に係る該当回数を転入地に引き継ぎ、前住所地から通算することになる。
・なお、高額療養費制度は世帯単位のため、転出入と同時に世帯の分離や合併等が生じた場合は、どの世帯へ多数回該当に係る該当回数を
 引き継ぐのか判断を行うことになる。

　(3)継続候補世帯の抽出
3-①市民等から国民健康保険の被保険者資格に関する資格適用開始の届出を入手し、国民健康保険市区町村自庁システム
  に当該情報を登録する。
3-②国民健康保険市区町村自庁システムから、異動があった被保険者とその世帯に属するすべての被保険者(擬制世帯主を含む)についての
　　　被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイル、資格情報(個人)ファイル)を作成する。
　　　電子媒体等に移出した被保険者異動情報データを、市区町村の国保総合PCに移入する。
　　　自動連携用PCを設置・使用する場合、作成した被保険者異動情報は市町村国保システムから当該PCに自動連携する。
3-③市区町村の国保総合PC（又は自動連携用PC）から、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに、個人番号を含む｢被保険者異動情報｣が送信される。
3-④国保連合会の国保総合(国保集約)システムでは、送信された｢被保険者異動情報｣に基づいて、同システムで継続候補世帯を抽出する。
3-⑤国保連合会の国保総合(国保集約)システムに、継続候補世帯リスト情報が作成される。
3-⑥国保連合会の国保総合(国保集約)システムから市区町村の国保総合PCに、継続候補世帯リストを配信する。
3-⑦市区町村において、市区町村の国保総合PCに表示した情報を確認し、継続候補世帯リストの印刷を行う。

　(4)継続世帯の確定および高額該当回数の引き継ぎ
4-①継続候補世帯リストを見て、継続世帯を判断した上で、市区町村の国保総合PCに必要事項を登録し、継続世帯の確定指示を行う。
4-②市区町村の国保総合PCから、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに、継続世帯の確定指示が送信される。
4-③国保連合会の国保総合(国保集約)システムでは、送付された確定指示に基づいて、同システムで継続世帯の確定が実施される。
 また、確定された継続世帯の情報に基づいて、同システムで高額該当情報の引き継ぎが実施される。
4-④国保連合会の国保総合(国保集約)システムに、継続世帯確定結果および高額該当引継結果が作成される。
4-⑤国保連合会の国保総合(国保集約)システムから市区町村の国保総合PCに、継続世帯確定結果および高額該当引継結果を配信する。
4-⑥市区町村において、市区町村の国保総合PCに表示した情報を確認し、継続世帯が確定したことを確認し、継続世帯確定リストの印刷を行う。
  また、市区町村において、市区町村の国保総合PCに表示した情報および高額該当引継情報連携ファイルを確認し、高額該当情報が
　引き継がれたことを確認する。
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確認

確認

宛名番号 被保険者番号 個人番号 業務情報

3-②

3-③
3-④

3-⑤

ファイル転送

3-①

資格適用開始の届出

（個人番号）

国保連合会

ファイル転送

被保険者番号 業務情報

継続候補世帯リスト3-⑥
3-⑦

国保総合(国保集約)システム



3．オンライン資格確認のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の提供

、

(備考)

3．オンライン資格確認のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の提供
・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、医療保険者等向け中間サーバー等にて加入者の資格履歴情報の管理を行う。
・上述の資格履歴情報の管理を行うため、市区町村において被保険者情報等を抽出し、国保連合会を経由して医療保険者等向け中間サーバー等へ情報登録を行う。

　(5)被保険者異動情報等の送信
5-①市区町村システムから、異動があった被保険者とその世帯に属するすべての被保険者(擬制世帯主を含む)についての被保険者異動情報
　　　(資格情報(世帯)ファイル、資格情報(個人)ファイル)を作成する。
　　　電子媒体等に移出した被保険者異動情報データを、市区町村の国保総合PCに移入する。
　　　自動連携用PCを設置・使用する場合、作成した被保険者異動情報は市町村国保システムから当該PCに自動連携する。
5-②市区町村の国保総合PC（又は自動連携用PC）から、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに、個人番号を含む｢被保険者異動情報｣が送信される。
5-③国保連合会の国保総合(国保集約)システムの委託区画では、市区町村から送信された｢被保険者異動情報｣に基づいて、
　　　同区画の情報を更新し、更新後の同区画の情報から医療保険者等向け中間サーバー等
　　　システムへ送付するための｢被保険者異動情報｣を作成、医療保険者等向け中間サーバー等へ送信される。
　　　国保総合(国保集約)システムの委託区画では、市区町村ごとに論理的に区分された区画に資格情報が恒久的に保存されるが、区画ごとにアクセス制御を行うため
　　　国保総合(国保集約)システム内では、特定個人情報に関する機関間(市区町村間)の提供等は発生しない。

5-④医療保険者等向け中間サーバー等システムの委託区画では、国保総合(国保集約)システムから受信した｢被保険者異動情報｣に基づいて、
　　　同システムの当該情報を更新する。
　　　医療保険者等向け中間サーバー等システムでは、市区町村ごとに論理的に区分された区画に資格情報が恒久的に保存されるが、
　　　区画ごとにアクセス制御を行うため、特定個人情報の機関間の提供等は発生しない。
5-⑤医療保険者等向け中間サーバー等システムの委託区画の｢被保険者異動情報｣に基づいて、同システムの運用支援環境において、委託区画から
　　　取得した｢被保険者異動情報｣を資格履歴ファイルに格納することで、市区町村から取りまとめ機関へ特定個人情報の機関間提供が発生する。

市区町村

国民健康保険担当課

：個人番号を含む情報
：個人番号を含まない情報など

国民健康保険

個人番号を管理

するファイル

国保総合PC

住民票の異動に関する情報

（個人番号）

被保険者異動情報（個人番号）

委託区画

確認

被保険者番号 資格情報 個人番号

5-①

5-③アップロード

取りまとめ機関国保連合会

5-②

国保総合(国保集約)システム

国民健康保険

関連情報ファイル

委託区画

医療保険者等向け

中間サーバー等

システム(運用支援環境)

国民健康保険

関連情報ファイル

資格履歴ファイル

オンライン資格確認等システム

資格履歴管理

5-④

被保険者異動情報（個人番号）

被保険者番号 資格情報紐付番号

被保険者番号 資格情報 個人番号

被保険者資格履歴情報

5-⑤



(別紙２）５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）
＜被保険者台帳ファイル＞
情報提供ネットワークシステムを使用して提供する場合の提供先一覧

提供先 ①法令上の根拠 ②提供先における用途

厚生労働大臣
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の1項

健康保険法第５条第２項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険
に関する事務であって主務省令で定められた用途

全国健康保険協会
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の2項

健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定められた
用途

健康保険組合
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の3項

健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定められた
用途

厚生労働大臣
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の5項

船員保険法第４条第２項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険
に関する事務であって主務省令で定められた用途

全国健康保険協会
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の6項

船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定められた
用途

都道府県知事
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の13項

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省
令で定められた用途

市町村長
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の16項

児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって主務省
令で定められた用途

都道府県知事
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の19項

児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であって主務省令で定
められた用途

市町村長
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の27項

予防接種法による給付（同法第１５条第１項の疾病に係るものに限る。）の支給に
関する事務であって主務省令で定められた用途

都道府県知事
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の38項

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であっ
て主務省令で定められた用途

都道府県知事等
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の42項

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって
主務省令で定められた用途

市町村長
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の48項

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方
税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定められた用途

日本私立学校振興・共済事
業団

番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の56項

私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で
定められた用法

市町村長又は国民健康保険
組合

番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の69項

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって
主務省令で定められた用途

市町村長
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の87項

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定められた用途

後期高齢者医療広域連合
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の105項

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料
の徴収に関する事務であって主務省令で定められた用途

都道府県知事等
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の125項

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定められた
用途

市町村長
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の131項

介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定められた用途



都道府県知事又は保健所を
設置する市の長

番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の137項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又
は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定められた用途

独立行政法人日本学生支援
機構

番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の141項

独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務であって主務
省令で定められた用途

都道府県知事又は市町村長
番号法第19条第8号主務省令第
2条の表の145項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援
給付の支給に関する事務であって主務省令で定められた用途

都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務
であって主務省令で定められた用途



(別紙２）５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）
＜給付情報ファイル＞
情報提供ネットワークシステムを使用して提供する場合の提供先一覧

提供先 ①法令上の根拠 ②提供先における用途

全国健康保険協会
番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の2項

健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定められた用
途

健康保険組合
番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の3項

健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定められた用
途

全国健康保険協会
番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の6項

船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定められた用
途

都道府県知事等
番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の42項

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって
主務省令で定められた用途

日本私立学校振興・共済事業団
番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の56項

私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で
定められた用途

市町村長又は国民健康保険組
合

番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の69項

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって
主務省令で定められた用途

市町村長
番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の87項

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定められた用途

後期高齢者医療広域連合
番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の105項

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料
の徴収に関する事務であって主務省令で定められた用途

都道府県知事等
番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の125項

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定められた
用途

都道府県知事又は保健所を設
置する市の長

番号法第19条第8号主務省令第2条
の表の137項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又
は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定められた用途


